
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  商品や製品の売上計上時期                 

Ｑ：商品の売上は、いつ計上するのです

か？                                           

                                              

Ａ：商品等の棚卸資産の販売による収益は、

原則として、販売した商品等を引き渡した日

の事業年度において計上しなければなりませ

ん。 

【解説】 

税務上、商品や製品等の棚卸資産の販売に

よる収益は、原則として、販売した商品等を

相手方に引き渡した日の事業年度で収益とし

て計上しなければなりません(割賦売上など

で、本体部分と金利部分とを区分している場

合であっても、収益の計上時期を区分するこ

とはできません)。 

この場合、商品等の引渡しの日がいつであ

るかについては、出荷した日、相手方が検収

した日、相手方において使用収益ができるこ

ととなった日、検針等により販売数量を確認

した日などにより、その判定を行うこととな

りますが、その販売している棚卸資産の種類

及び性質やその販売に係る契約に応じて、そ

の引渡しの日として合理的と認められる日を

選んで収益に計上すればよいこととなってい

ます。 

また、これらの収益計上基準は、得意先ご

と、または事業所ごとに異なる計上基準を採

用することもできますが、一度採用した計上

基準は、継続して適用しなければなりません。 
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